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上記案件に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

1

2

建築物保全システム（ＢＭＳ）機器一式の借入

質　　　　　　問 回　　　　　　答

　撤去に関して賃借人により、取り
外し作業を行い一か所にまとめられ
た物件を賃貸人が搬出のみを行うと
いう認識でよろしいでしょうか。

機器は賃借人にて取り外し、賃貸人は搬出のみ
行ってください。

　データ消去に関しまして、ソフト
ウェアによる一回書きでよろしいで
しょうか。

消去方法は、仕様書６-（４）のとおり別途協議
の上決定しますが、第三者がハードディスク内の
データを読み出すことが出来ないよう処理してく
ださい。

以　上
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